
【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年12月22日

【事業年度】 第11期(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

【会社名】 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社

【英訳名】 Ｍ＆Ａ Capital Partners Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   中 村     悟

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

【電話番号】 03-6880-3800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長   上　原 大　輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

【電話番号】 03-6880-3803(直通)

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長   上　原　大　輔

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

 

 

EDINET提出書類

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(E30022)

有価証券報告書

 1/89



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月

売上高 (千円) 1,073,849 1,157,561 1,667,246 2,847,868 3,755,105

経常利益 (千円) 577,528 600,273 808,081 1,524,796 1,860,684

当期純利益 (千円) 301,522 331,163 468,284 892,732 1,081,741

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 49,250 49,250 287,300 440,937 455,625

発行済株式総数 (株) 995 1,990,000 6,487,500 13,240,000 14,104,000

純資産額 (千円) 754,135 1,085,298 2,029,683 3,241,067 4,352,106

総資産額 (千円) 1,300,800 1,648,298 2,604,671 4,453,971 5,746,264

１株当たり純資産額 (円) 63.16 90.90 156.43 243.92 307.76

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
― ― ― ― ―

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 25.25 27.74 36.53 67.70 77.50

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― 32.69 60.73 72.93

自己資本比率 (％) 58.0 65.8 77.9 72.5 75.5

自己資本利益率 (％) 50.0 36.0 30.1 33.9 28.6

株価収益率 (倍) ― ― 28.5 24.5 27.9

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 539,784 345,702 492,804 1,671,904 1,312,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △623 △501,279 △609,156 △1,136,917 △183,024

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △14,916 △17,628 415,486 289,279 29,298

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 1,223,587 1,050,382 1,349,517 2,173,783 3,332,670

従業員数 (名) 16 21 29 38 50
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(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．当社は平成25年５月15日付で株式１株につき2,000株の株式分割を、平成26年５月１日付で株式１株につき

３株の株式分割を、又、平成27年９月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。これによ

り、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及

び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について新株予約権の残高はありますが、第７期及び第８期にお

いて当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

７．当社は平成25年11月20日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第９期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額は、新規上場日から平成26年９月末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま

す。

８．株価収益率については、第７期及び第８期において当社株式は非上場であるため記載しておりません。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

平成17年10月
 

東京都新宿区西新宿三丁目において、Ｍ＆Ａ仲介業務を事業目的とした、Ｍ＆Ａキャピタルパー
トナーズ株式会社を設立(資本金3,000千円)

平成18年１月 第１号案件として健康食品通信販売会社のＭ＆Ａを成約

平成18年３月 本社を東京都新宿区西新宿一丁目に移転

平成19年２月 本社を東京都千代田区麹町三丁目に移転

平成20年12月 Ｍ＆Ａセミナー開催によるマーケティング活動を開始

平成23年９月 第50号案件として業務用食品卸会社のＭ＆Ａを成約

平成25年11月 東京証券取引所マザーズに新規上場

平成26年１月 第100号案件として調剤薬局運営会社のＭ＆Ａを成約

平成26年３月 本社を東京都千代田区丸の内一丁目に移転

平成26年12月 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定

平成28年４月 第200号案件として調剤薬局運営会社のＭ＆Ａを成約
 

 

３ 【事業の内容】

近年、少子高齢化による団塊の世代を中心としたオーナーの高齢化に伴い、潜在的なものも含め事業承継ニーズは

ますます高まっている状況にあります。特に中堅・中小企業においては、後継者不足が深刻化してきており、親族に

跡継ぎがいない、既存の役職員では資本（株式）の承継を行う資力がないといった問題を抱えている企業が多く、

又、優良企業であればあるほど、相続時の株式評価額が高くなり、納税資金の問題などから、経営に直接関わってい

ない親族への株式分散が発生するなど事業承継を検討するにあたって様々なハードルがあるのが現状であると認識し

ております。

譲受企業においても、国内需要の縮小や業界内での価格競争など、競争激化の背景を受け、スケールメリットの確

保や周辺分野又は新規事業への進出といった業容拡大を目的とした譲受意欲は堅調であると認識しております。

そのなかで当社は設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業として、事業の引継ぎに悩み

を抱え、又は会社の清算を考えているオーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでのサポー

トを主たる事業としております。当社は譲渡企業のオーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供して

おり、その対価として、それぞれより中間報酬及び成功報酬を受領しております。

(提供するＭ＆Ａ業務のフロー)
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(1) マーケティング

社長の高齢化という背景を受け、譲渡候補先の中堅・中小企業オーナーに対しＭ＆Ａのメリットを直接説明・提

案するなどのアウトバウンド(ダイレクト)マーケティングによるマーケティング活動、及びＷＥＢ・セミナー・協

業先からの紹介などのインバウンドマーケティングによるマーケティング活動によりＭ＆Ａニーズの開拓及び案件

化を図っております。

当社では、Ｍ＆Ａに「関心がない」というオーナーの中にも、潜在的ニーズを持たれている方も多いと認識して

おり、Ｍ＆Ａを活用した事業承継問題解決の提案をアウトバウンド(ダイレクト)マーケティングにより行っており

ます。又、「関心がある」というニーズを抱えるオーナーに向けてはインバウンドマーケティングを通じて当社を

認知して頂く機会創出に取組んでおります。

 

(2) 検討・準備フェーズ

主にマーケティングにより得た情報を元に譲渡企業のオーナーとの面談を行い、話を進める場合には機密保持契

約を締結します。譲渡企業に関する資料をお預かりし、企業状態の簡易な把握を行うとともに、オーナーの希望条

件に基づくＭ＆Ａ実現の可能性及び当社が提供するサービスや報酬体系などを総合的に検討して頂き、当社におい

ても受託の審査を実施した後にオーナーとの間で「アドバイザリー契約」を締結し、本格的な業務に着手します。

受託し案件化された企業の経営情報から詳細開示を行うための資料である案件概要書を作成の上、譲受候補先の

選定を行い、匿名での打診から開始していきます。

 

(3) 交渉フェーズ

打診を行った譲受企業が関心を示した場合には、譲受企業との間で機密保持契約を締結し、案件概要書等の詳細

資料の開示を行います。その後、譲受企業が本格的な検討を希望した場合には、当社との間で「アドバイザリー契

約」を締結して頂いた上で、譲渡企業のオーナーなどとのトップ面談(経営者や意思決定に権限を有する者同士の

面談)を設定し、希望がある場合には会社訪問や現地調査、追加質問事項のやりとりや、希望条件の調整などを取

り纏めて行き、当事者間での「基本合意契約の締結」に向けた調整を行っていきます。

 

(4) 最終契約フェーズ

通常は譲渡企業オーナー及び譲受企業間において「基本合意契約」が締結された場合、「中間報酬」として、双

方から成功報酬の10％を受領致します。

基本合意契約が締結されると合意内容に基づき、譲受企業側からの買収監査(デューデリジェンス)が実施される

こととなりますので、当社はこれら買収監査が円滑に進むようサポートしていきます。

買収監査の結果に基づき、最終的な交渉段階に入っていきますが、譲渡金額の確定や取引先又は従業員の引継ぎ

など、円滑且つ円満な交渉が行われるよう助言していきます。

条件交渉が行われ確定した時点で「最終契約」の締結及び譲渡決済の段取りを行い、譲渡代金の決済と株式等の

移転がなされた時点で当社が行う一連の役務提供は全て終了することとなります。これら業務の完了にともない双

方から「アドバイザリー契約」に基づき最終的な成功報酬(受領済みの「中間報酬」を除いた残金)を受領致しま

す。
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[事業系統図]

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 

 
 なお、当社は、平成28年10月27日付で株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの株式を取得し子会社化したこと

により、当社、連結子会社２社で構成される企業集団を形成しております。

当社は、これまで会社の規模に見合った効率的な経営と資本の「選択と集中」を目的として、メインターゲットと

する市場を中堅・中小企業の事業承継ニーズに絞るとともに、提供するアドバイザリーサービスの業務領域を一部に

特化した集中戦略を展開しております。

株式会社レコフは業界再編に関連するＭ＆Ａに強みを有し、上場企業グループ同士の経営統合等の組織再編、企業

再生、クロスボーダーなど、Ｍ＆Ａに関する幅広いアドバイザリーサービスのノウハウを蓄積しております。

株式会社レコフから分社化した株式会社レコフデータは、業界関係者から官公庁、教育機関からメディアまで幅広

いユーザーに対しＭ＆Ａ専門誌「ＭＡＲＲ」（マール）を中心に、Ｍ＆Ａに関連する情報誌の発行やデータベースを

提供しております。

 

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成28年９月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

50 31.1 2.99 19,052
 

 

事業部門の名称 従業員数(名)

営業部門 42

管理部門 8

合計 50
 

(注) １．従業員数は正社員の就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
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４．前事業年度末に比べ従業員数が12名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い採用が増加したこ

とによるものであります。

 

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

(経済概況)

当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続いており、緩やかな回復に向かうことが期待され

ている一方で、中国をはじめとしたアジア新興国や資源国等景気下振れに伴う我が国の景気下押しリスクに加え、

英国のＥＵ離脱問題など海外経済における不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が懸念され、予断を許さ

ない状況にあると判断しております。

 

（業界動向）

当社がメインターゲットとする中堅・中小企業においては、引き続き潜在的なＭ＆Ａニーズは堅調であると認識

しております。毎年調査・公表されている『全国社長分析』（株式会社帝国データバンク2016年1月26日公表）にお

いては、前年に引き続き社長の平均年齢は59.2歳と過去最高を更新しており、依然として社長の高齢化が進行し続

けている状況にあります。高齢化の背景には事業承継難の問題があり、経営の承継をするための後継者がいない場

合や、後継者がいても資本（株式）を承継するための納税資金あるいは買取資金などの問題から事業承継が遅々と

して進まない現状があります。当社が提供するＭ＆Ａは第三者への承継を提案・支援するサービスであり、事業承

継の選択肢として一般に定着していく余地はまだまだあると判断しております。また、当業界における経営環境に

ついても大きな反動は見られず、主要な競合他社においても業容は拡大傾向にあるため、豊富な需要を背景に市場

全体の拡大を見込んでおります。

 

（当社の状況）

当社では、このような環境下におきまして、継続的な成長と安定した収益の拡大に向けて、当事業年度では次の

ような施策を講じてきました。

ａ．アウトバウンドマーケティング

当社では引き続き計画的なコンサルタントの増員・教育を柱に、直接提案型営業の拡充を図っております。

オーナー社長が後継者候補として第一に考えるのは親族や従業員であり、当然の心情ともいえるところですが、

経営環境・資質・経済力など様々な面を考慮した結果、選択肢としてＭ＆Ａ（第三者への承継）が有益であると

最終的に判断される例は多く、当社ではこれらの検討段階から情報提供を行うことで案件化を図っております。

尚、当事業年度においてはコンサルタントが10名増加しております。

 

ｂ．インバウンドマーケティング

当事業年度においては、セミナー活動によるマーケティングやＷＥＢマーケティングを中心にインバウンド型

の案件化に注力してきました。前年に続き各社メディアとの協賛セミナーなども精力的に行い全12会場で延べ約

4,000名の方々に向けて事業承継型Ｍ＆Ａに関するセミナーを行いました。またＷＥＢ広告やホームページのリ

ニューアルなどを通じて問合せも増加傾向にあり、更なる認知度向上に努めてまいりました。

 
この結果、当事業年度の売上高は、3,755,105千円（前年同期比31.9％増）となり、営業利益1,860,436千円（前

年同期比20.0％増）、経常利益1,860,684千円（前年同期比22.0％増）、当期純利益1,081,741千円（前年同期比

21.2％増）となりました。

尚、Ｍ＆Ａ成約案件の規模別あるいは業種別分類は以下のとおりとなっております。当事業年度においてはコン

サルタントの増加とインバウンドマーケティングによる成果に起因して、年間での成約件数の増加に繋がりまし

た。
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分類の名称
第10期事業年度

(自　平成26年10月１日
至　平成27年９月30日)

第11期事業年度
(自　平成27年10月１日
至　平成28年９月30日)

前年同期比

Ｍ＆Ａ成約案件数 （件） 44 58 +14

手数料金
額別

うち１案件当たり
の手数料総額が１
億円以上の案件数

（件） 4 6 +2

うち１案件当たり
の手数料総額が１
億円未満の案件数

（件） 40 52 +12

業種別

うち当社において
「小売業」に分類
している案件数

（件） 25 34 +9

うち当社において
「卸売業」に分類
している案件数

（件） 6 6 ±0

うち当社において
「その他」に分類
している案件数

（件） 13 18 +5

 

 

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,332,670千円と対前年同期と比べ

1,158,886千円の増加となりました。主な要因としては、税引前当期純利益1,860,684千円を計上したことに対し、

法人税等の納付837,191千円を行ったこと、及び増床プロジェクトの実施に伴い有形固定資産の取得が173,048千円

あったことによります。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,312,613千円（前事業年度は1,671,904千円の収入）となりました。これは、

主として法人税等の納付837,191千円を行ったことに対し、税引前当期純利益を1,860,684千円計上したこと、及

び未払金の残高が178,979千円増加したことによります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は183,024千円（前事業年度は1,136,917千円の支出）となりました。これは、主

として定期預金の払戻額4,500,000千円があったことに対し、新たな定期預金の預入額4,500,000千円があったこ

と、業容拡大に向けた本社オフィススペースの増床工事及び業務効率化に向けたＩＴインフラの整備に伴う有形

固定資産の取得にかかる支出173,048千円があったことによるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は29,298千円（前事業年度は289,279千円の収入）となりました。これは、主と

してストック・オプションの行使に伴う新株の発行による収入が29,376千円あったことによるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しておりま

す。

 

(2) 受注実績

当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しておりま

す。

 

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。
　

事業の名称
当事業年度

(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

前年同期比(％)

Ｍ＆Ａ仲介事業(千円) 3,755,105 +31.9

合計(千円) 3,755,105 +31.9
 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、Ｍ＆Ａ仲介事業及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメントに関わる記載は省

略しております。

３．前事業年度及び当事業年度における手数料金額別又は業種別のＭ＆Ａ成約案件数の実績及び増減数は、次の

とおりであります。
　

分類の名称
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

前年同期比

Ｍ＆Ａ成約案件数 (件) 44 58 +14

手数料
金額別

うち１案件当たり
の手数料総額が１
億円以上の案件数

(件) 4 6 +2

うち１案件当たり
の手数料総額が１
億円未満の案件数

(件) 40 52 +12

業種別

うち当社において
「小売業」に分類
している案件数

(件) 25 34 +9

うち当社において
「卸売業」に分類
している案件数

(件) 6 6 ±0

うち当社において
「その他」に分類
している案件数

(件) 13 18 +5

 　
 

EDINET提出書類

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(E30022)

有価証券報告書

10/89



 

３ 【対処すべき課題】

(1) 市場と経営戦略

当社が抱える今後の課題については、現状において会社の規模に見合った効率的な経営を行う必要があることか

ら、資本の「選択と集中」を行うため、中堅・中小企業の事業承継ニーズをメインターゲットとした市場あるいは

提供するアドバイザリーサービスの業務領域を一部に特化した集中戦略を展開しております。その反面、市場に対

するリスク分散の観点からは脆弱であり、事業リスクを低減するための10年後あるいは20年後の長期経営戦略の策

定が重要であると認識しております。

しかしながら、当社がターゲットとしている後継者不在などによる事業承継ニーズを持った中堅・中小企業の

Ｍ＆Ａ市場においては、需要(潜在的ニーズを含む)が供給を上回る状況は続くものと予想しております。

背景としましては、株式会社帝国データバンクが、毎年自社で保有する企業情報データから分析・公表している

『全国社長分析』によると、2015年において社長の平均年齢は59.2歳と過去最高を更新し、又、社長交代率につい

ても3.88％と依然として低水準が続いていると報告されており、国内企業の社長高齢化が進行していることがわか

ります。

これは経営の承継や資本（株式）の承継が進んでいないことに起因するものと判断しており、当社ではこれらの

問題解決の選択肢としてＭ＆Ａによる第三者承継を提案しております。又、業界慣習としてＭ＆Ａの検討を始める

段階から発生する報酬（着手金）を無償にすることで、より具体的に検討が進むような報酬体系を設定し、他社と

の差別化を図っております。

以上のようなことから引き続き、マーケティング活動を通じて、潜在的なニーズの掘起しなどを行いマーケット

シェアの拡大を図っていく所存であります。

又、中長期的にはこれらの市場をターゲットとして、Ｍ＆Ａ仲介業務サービスの品質向上、あるいは、派生する

金融サービス分野への進出等も模索し、更に競業他社との差別化に積極的に取組んで参ります。

 

(2) 優秀な人材確保・教育と組織体制の強化

当社は小規模な組織であることからも、コアメンバーの想定外の大量退職や教育の遅れなどの属人的な要因が、

安定的な業績確保の大きな障害となる可能性があると認識しております。「クライアントへの最大貢献と全従業員

の幸せを求める」との企業理念に基づき、これまでに、従業員に対して業績評価型のインセンティブ制度や人事考

課制度の導入、又はストック・オプション制度の導入などを行い、あるいは、顧客ニーズ等の社内データベース化

により、安易に模倣できないような社内ナレッジを構築し、従業員に向けたブランディングを行うなど、様々な従

業員定着のための施策を行って参りました。それに加え、教育についても属人的なＯＪＴから脱却し、組織的な教

育プログラムの策定を行っており、中途採用者の即戦力化を図ってきた結果が業績にも反映されております。

今後は、会社にとって中期経営基本方針と並ぶ重要な戦略となる人員計画について、市場ニーズと組織力の向上

及び従業員の成長とのバランスを考慮しながら、中期経営基本方針に沿った部署の新設を含む効果的な組織作りに

取組んで参ります。
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４ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には以下のようなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び対策に

努めて参ります。又、当社として必ずしも事業上のリスクとして考えていない事項についても、投資者の投資判断、

あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点

から記載をしております。

尚、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成28年12月22日）現在において当社が判断したもので

あります。

 

(1) 競合に関する事項

当社が行うＭ＆Ａ仲介事業において許認可等の制限はなく、基本的に参入障壁は高くはないものと思われます。

中小企業を中心とした事業承継マーケットにおいては、戦略コンサルなどの小規模事業者が多数存在しております

が、当社が積上げてきた豊富な経験、実績及び社内ノウハウや教育システムは容易に模倣できるものではないと認

識しております。しかしながら、更なる競合他社の参入や、競合他社のサービス品質の向上等により、競争環境が

激化した場合等においては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 免許、許可にかかる事項

当社が行うＭ＆Ａ仲介事業については、一部で事業譲渡に関連する詐害行為や未上場株式の譲渡に絡んだ詐欺的

行為などが問題となっております。現在のところＭ＆Ａ仲介事業において、許認可等の制限を受けることはありま

せんが、今後、業界に対する規制等(国や地方公共団体による許認可制や登録制など)が新たに導入された場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 法改正にかかる事項

当社が行うＭ＆Ａ仲介事業については、会社法や各種税法といった法律の影響を受けやすい業界構造となってお

ります。今後、税制改正など国の施策により事業承継の解決法としてＭ＆Ａを利用するメリットが希薄化した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) Ｍ＆Ａ仲介事業のみに依存していることについて

当社は、国内中堅・中小企業を中心としたＭ＆Ａの仲介事業に特化し、同業務の役務提供を行っております。今

後、オーナーの高齢化や中小企業における経営環境の目まぐるしい変化に伴う事業承継ニーズはますます高まるも

のと考えております。

しかしながら、Ｍ＆Ａに関連する著しい経済環境の変化や社会問題化するほどの大きな事件・事故・災害等によ

るニーズの低迷、その他Ｍ＆Ａ仲介事業に甚大な影響を及ぼす事象が発生した場合においては、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。
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(5) 特定業種(調剤薬局業界)に依存していることについて

当社は、国内中堅・中小企業を中心としたＭ＆Ａ仲介業務を行っておりますが、調剤薬局業界でのＭ＆Ａ成約件

数は、直近期において全体の半数近くを占めており、業界における許認可制度の改定や、医療・福祉業界等関連す

る業界の影響を受け、今後、調剤薬局業界のＭ＆Ａニーズが衰退するような事態が発生した場合には、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 自然災害、テロ等にかかる事項

当社は支店を持たないことから、主に本店のある首都圏を営業の活動拠点としておりますが、首都圏を中心とし

た自然災害、テロ等が発生した場合、当社の事業活動に支障が生じ、当社業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

(7) 訴訟等の可能性について

当社はコンプライアンス体制の構築に努めており、将来問題となる懸念のあるものについては、顧問弁護士と連

携し、訴訟リスクに対しては細心の注意を払って業務を遂行しておりますが、何らかの要因により訴訟を提起され

る可能性があります。過去においてもこれらの事象は発生しておりませんが、訴訟等の内容及び結果によっては、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 小規模組織であることについて

当社は、当事業年度末現在、取締役４名(うち社外取締役１名)、監査役３名(全員社外監査役)、従業員50名と組

織規模が小さく、社内管理体制も当該組織規模に応じて最適化しております。当社においては、今後とも人材の採

用及び育成に努め、管理体制の強化を図る所存でありますが、急激な事業拡大が生じた場合等、十分な人的・組織

的対応が取れない可能性があります。このような事態が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(9) 人材の確保・育成・流失について

当社の業績は、Ｍ＆Ａアドバイザーである役職員の人員数及びそのサービス品質に依存しており、積極的な採用

活動により人材の確保、又は入社後の教育強化を重点的に取組んでおりますが、小規模組織であることから役職員

の人材流失などによる業績の影響を受け易い体制となっております。そのため株式上場による会社のブランド力の

強化、容易に模倣のできない社内システムの構築などを通じて組織力の向上を図っております。しかしながら、人

材確保が計画通りに進まなかった場合や、計画外の過度な人材の流失があった場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

(10)内部管理体制について

当社は、内部関係者の不正行為等が発生しないよう、法令等の遵守及び企業倫理に沿った法令遵守に関わる規程

等を制定するとともに、内部監査等で遵守状況の確認を行っております。しかしながら、法令等に抵触する事態や

内部関係者による不正行為が発生する可能性は皆無ではないため、これらの事態が生じた場合には、当社の業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(11)個人情報等の管理について

当社は、自社に個人情報を含むデータベースを所有していることから、個人情報取扱事業者に該当しております

が、これらの社内管理については規程を定め、個人情報取扱責任者を配置し、ウィルス対策や外部からの進入を防

ぐための対策及び情報へのアクセス制限などのインフラ構築を行うとともに従業員に対する啓蒙活動も適宜行って

おります。しかしながら、不測の事態等によって、個人情報が社外に流出した場合に、損害賠償等や当社への信頼

の失墜により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(12)情報セキュリティに関する管理について

当社は、業務の性質上、法人の機密情報あるいは秘匿性の高い情報を扱うことが多く、クライアントとの間で機

密保持契約を締結しており、守秘義務を負っております。そのため、役職員に対し様々な対策や研修により当該義

務の周知徹底を図っておりますが、不測の事態等によって、これらの情報が社外に流出した場合に、損害賠償等や

当社への信頼の失墜により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(13)ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化について

当社は、役職員の会社業績に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストック・オプション制度を導入し

ております。具体的には平成20年６月より計８回の付与を行っております。ストック・オプションについては個別

の契約において一定の期間は行使できない条件となっておりますが、これらが行使された場合、当社の１株当たり

の株式価値は希薄化する可能性があります。当社株式の株価次第では、短期的な需給バランスが変動し、株価形成

に影響を及ぼす可能性があります。

尚、当事業年度末現在における新株予約権による潜在株式数は960,800株であり、発行済株式総数14,104,000株

の6.8％に相当します。

 

(14)業績の変動について

当社の事業は特定の会社に依存するビジネスモデルではありませんが、クライアントを含め複数の利害関係者が

関与することから、案件によっては、当初の成約予定時期に遅延等が生じる場合があります。又、規模の大きい案

件を取り扱う場合は、その成約の成否によって当社の利益計画に大幅な乖離が生じる場合があります。

その結果、四半期又は事業年度毎の一定期間で区切ってみた場合に、期間毎の業績が大きく変動する可能性があ

ります。

 

(15)代表取締役社長への依存について

当社の創業者である代表取締役社長中村悟は、経営方針や経営戦略の決定をはじめとして当社の事業活動全般に

おいて重要な役割を果たしております。

このため、事業拡大に伴い、取締役及び部長が参加する経営会議等を通じて、情報・ノウハウの積極的な共有及

び組織的な営業体制の強化を行い、過度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らかの理由により不

測の事態が生じた場合、又は退任するような事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(16)配当政策について

当社は現在、成長段階であると認識しており、設立以来、当期純利益を計上した場合であっても、事業成長及び

財政基盤の強化が重要であると考え、配当を実施しておりません。株主への利益還元につきましては重要な経営課

題と認識しており、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益配当及び剰余金配

当を検討する所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありま

す。

 

(17)企業買収等について

当社は既存のＭ＆Ａ仲介事業の拡大、同事業から派生する金融サービス分野への進出を目的に企業買収等を実施

し、事業規模の拡大を図りたいと考えております。対象企業のデューデリジェンスを実施することで極力リスクを

回避するよう努めておりますが、買収後に不測の債務などが発生した場合や経営環境や事業環境の変化によって当

初想定した収益貢献及びシナジー効果が十分に得られなかった場合には、のれんの減損処理を行う必要性が生じる

等、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
 
５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております

が、この財務諸表の作成にあたっては、当社経営陣により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分

があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必

要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なることが

あります。

 

(2) 財政状態に関する分析

(流動資産)

当事業年度末における流動資産は3,400,078千円となり、前事業年度末に比べ823,462千円の減少となりまし

た。これは、主として売掛金が19,440千円増加したことに対し、長期預金への預け入れ等に伴い現金及び預金

が841,113千円減少したことによるものであります。

 

(固定資産)

当事業年度末における固定資産は2,346,185千円となり、前事業年度末に比べ2,115,755千円の増加となりま

した。これは、主として減価償却の進捗に伴い減価償却累計額が40,076千円増加したこと及び資産除去債務の

償却に伴い敷金及び保証金が31,124千円減少したことに対し、現金及び預金の長期預金への預け入れにより長

期預金が2,000,000千円増加したこと、業容拡大のためのための増床工事及び業務効率化に向けたＩＴインフラ

の整備に伴い建物附属設備が117,870千円、工具、器具及び備品が14,113千円増加したことによるものでありま

す。

 

(流動負債)

当事業年度末における流動負債は1,394,157千円となり、前事業年度末に比べ181,252千円の増加となりまし

た。これは、主として未払法人税等が46,397千円、未払消費税等が53,664千円減少したことに対し、役職員に

対する決算賞与額が前期に比べ膨らんだこと等により未払金が176,721千円増加したこと、及び業容が拡大した

ことで前受金が74,897千円増加したことによるものであります。

 

(純資産)

当事業年度末における純資産は4,352,106千円となり、前事業年度末に比べ1,111,039千円の増加となりまし

た。これは、主としてストック・オプションの行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ14,688千円増加し

たこと、及び利益剰余金が1,081,741千円増加したことによるものであります。
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(3) 経営成績に関する分析

当事業年度の当社の経営成績は以下のとおりとなっており、前事業年度実績を上回る業績となりました。

 

区分
前事業年度

(平成27年９月期)
当事業年度

(平成28年９月期)
前年同期比（％）

売上高 (千円) 2,847,868 3,755,105 +31.9

営業利益 (千円) 1,549,823 1,860,436 +20.0

経常利益 (千円) 1,524,796 1,860,684 +22.0

当期純利益 (千円) 892,732 1,081,741 +21.2
 

 

分類の名称
前事業年度

(平成27年９月期)
当事業年度

(平成28年９月期)
前年同期比

Ｍ＆Ａ成約案件数 (件) 44 58 +14

手数料金額別

うち１案件当たりの
手数料総額が１億円
以上の案件数

(件) 4 6 +2

うち１案件当たりの
手数料総額が１億円
未満の案件数

(件) 40 52 +12

業種別

うち当社において
「小売業」に分類し
ている案件数

(件) 25 34 +9

うち当社において
「卸売業」に分類し
ている案件数

(件) 6 6 ±0

うち当社において
「その他」に分類し
ている案件数

(件) 13 18 +5

 

 

売上高の増加要因については、全体の成約案件数が増加したことによるものであります。

これは、オーナーの高齢化などに起因した事業承継ニーズの高まりを背景として当社の計画的な人員採用及びそ

の後の教育が順調に進み、当社のアドバイザーの質が向上した結果によるものと考えております。

当社は労働集約型のビジネスモデルであることからも、引続き人材の採用及び教育に積極的に取組んで行くとと

もに更なる成長を求め、積極的な営業活動を展開して参ります。
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(4) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,332,670千円と前年同期と比べ

1,158,886千円の増加となりました。主な要因としては、税引前当期純利益1,860,684千円を計上したことに対

し、法人税等の納付837,191千円を行ったことによります。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,312,613千円（前事業年度は1,671,904千円の収入）となりました。これは、

主として法人税等の納付837,191千円を行ったことに対し、税引前当期純利益を1,860,684千円計上したこと、及

び未払金の残高が178,979千円増加したことによります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は183,024千円（前事業年度は1,136,917千円の支出）となりました。これは、主

として定期預金の払戻額4,500,000千円があったことに対し、新たな定期預金の預入額4,500,000千円があったこ

と、業容拡大に向けた本社オフィススペースの増床工事及び業務効率化に向けたＩＴインフラの整備に伴う有形

固定資産の取得にかかる支出173,048千円があったことによるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は29,298千円（前事業年度は289,279千円の収入）となりました。これは、主と

してストック・オプションの行使に伴う新株の発行による収入が29,376千円あったことによるものであります。

 

(5) 経営戦略の現状と見通し

当社の当面の経営戦略の中では、事業承継問題によるマーケットニーズに応えるべく、業容の拡大に向けた人材

採用及び教育システムの強化、更には事業規模に合わせた組織体制の整備が重要だと認識しております。

企画管理部を中心として中長期的な企業ブランドの構築を図って参ります。又、より効率的なフロント業務の管

理体制の充実を図り、高品質なサービスを提供するため、あるいはコンプライアンスを推進するための教育研修制

度の拡充や人員規模の拡大による内部統制の整備を進めて参ります。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社の経営成績に影響を与えるものについては、市場環境、競合の状況あるいは法整備の影響など、様々な要因

が挙げられます。当社ではこれらの対策についてリスク管理責任者を定めており、リスク管理責任者のもと定期的

な事業リスクの見直しやリスクに応じた対応策の検討等を行い、業績変動リスクの低減を図っております。

又、当社の事業は特定の会社に依存するビジネスモデルではありませんが、事業規模も未だ小さく売上高に占め

る一案件当たりの影響額も大きいことから、成約予定時期の遅延等の要因により経営成績に影響を与える場合があ

ります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資につきましては、業容拡大に向けた増床工事及び業務効率化に向けたＩＴインフラの整備に

伴う有形固定資産等の取得に総額175,373千円の設備投資を実施致しました。

尚、当事業年度において重要な設備の除却及び売却等はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

平成28年９月30日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)建物附属設備

(千円)

工具、器具及
び備品
(千円)

敷金及び保証
金

(千円)

合計
(千円)

本社
(東京都千代田区)

業務施設 158,396 28,868 133,814 321,078 50
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記の他、他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の内容
年間賃借料
(千円)

本社
(東京都千代田区)

業務施設 150,473
 

(注) 上記金額に消費税等は含まれておりません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 47,760,000

計 47,760,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年12月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,104,000 14,368,000
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社の
標準となる株式であります。
又、単元株式数は100株であ
ります。

計 14,104,000 14,368,000 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

① 第２回新株予約権 平成19年12月18日定時株主総会(平成20年６月13日取締役会決議)

 

区分
事業年度末現在

(平成28年９月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数(個) 　１(注)１、５ ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12,000　(注)１、５ ―

新株予約権の行使時の払込金額(円)  34(注)２ ―

新株予約権の行使期間
自 平成23年４月１日
至 平成29年11月30日

―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   34
資本組入額 17

―

新株予約権の行使の条件 (注)３ ―

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要する。

―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ ―
 

(注) １．当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算

式により調整されるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行又は
処分株式数

×
１株当たり払込金額

又は処分価額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式を控除した数とする。

更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

３．(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者

が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。但し、新株予約権の発行時に割当を受けた

新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件のすべてを満たしている状態で死亡した場合

であって、新株予約権を行使することができる期間中に当該新株予約権者の相続人がその旨を届け出た

場合は、当該相続人は新株予約権を行使することができる期間中に限り、これを行使することができる

ものとする。

(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又

は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りでない。

(4) 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満２年

経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
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４．当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織

再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以

下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第１項第８

号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。

この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種

類の数に準じて決定する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使の条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(5)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件

上記(7)に準じて決定する。

５．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。
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② 第６回新株予約権 平成22年12月14日定時株主総会(平成23年９月13日取締役会決議)

 

区分
事業年度末現在

(平成28年９月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数(個) 42 (注)１、５  25 (注)１、５

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     504,000  (注)１、５     300,000 (注)１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 42(注)２ 42(注)２

新株予約権の行使期間
自 平成25年10月１日
至 平成32年12月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   42
資本組入額 21

発行価格   42
資本組入額 21

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ 同左
 

(注) １．当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算

式により調整されるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行又は
処分株式数

×
１株当たり払込金額

又は処分価額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式を控除した数とする。

更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

３．(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者

が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。

(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又

は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りでない。

(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満３年経過した場合

に割当個数の２分の１を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満４年経過

した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たっ

て小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
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４．当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織

再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以

下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第１項第８

号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。

この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類

及び株式の数に準じて決定する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使の条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(5)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件

上記(7)に準じて決定する。

５．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。
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③ 第７回新株予約権 平成23年12月16日定時株主総会(平成24年３月14日取締役会決議)

 

区分
事業年度末現在

(平成28年９月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数(個)  15 (注)１ 11 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     180,000  (注)１ 108,000 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 92(注)２ 92(注)２

新株予約権の行使期間
自 平成26年３月31日
至 平成33年12月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   92
資本組入額 46

発行価格   92
資本組入額 46

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ 同左
 

(注) １．当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算

式により調整されるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

又、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行又は
処分株式数

×
１株当たり払込金額

又は処分価額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式を控除した数とする。

更に、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本の減少の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

３．(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することとし、新株予約権者

が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。

(3) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又

は監査役あるいは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りでない。

(4) 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して満３年経過した場合

に割当個数の２分の１を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。又、満４年経過

した場合には、未行使の新株予約権すべてを行使することができるものとする。ただし、計算に当たっ

て小数点以下の端数がある場合には、切り捨てるものとする。

４．当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織

再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以

下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第１項第８

号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。

この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、新設分割契約計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
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組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記新株予約権の目的となる株式の種類

及び株式の数に準じて決定する。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5) 新株予約権の行使の条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(4)に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(5)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得事由及び取得条件

上記(7)に準じて決定する。
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④ 第８回新株予約権 平成27年１月30日取締役会決議

 

区分
事業年度末現在

(平成28年９月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,324 (注)１  　1,324 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 264,800 (注)１ 264,800 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,085　(注)２ 1,085　(注)２

新株予約権の行使期間
自 平成30年１月１日
至 平成62年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,129
資本組入額 　565

発行価格   1,129
資本組入額 　565

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ 同左
 

 

(注) １．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同

じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(又は併合）の比率
 

又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う

ことができるものとする。

３．(1) 新株予約権者は、平成27年９月期、平成28年９月期及び平成29年９月期の各事業年度にかかる当社が提

出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場

合は損益計算書）において、Ｍ＆Ａ仲介事業のセグメント営業利益（但し、本新株予約権の割当日後に

当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとす

る。以下、「営業利益」という）の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受

けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合にお

いて、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場

合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財

務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき

指標を取締役会にて定めるものとする。
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①平成27年９月期から平成29年９月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合：

100％

②平成27年９月期から平成29年９月期の営業利益の累計額が2,696百万円以上の場合、行使可能割合：

50％

(2) 新株予約権者は満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員で

あることを要する。

(3）新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使でき

る。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社において取締役、監査役又は従業員であり、

且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株

予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権

を行使できない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権を行使できない。

(5) 各本新株予約権１個未満は行使できない。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、２.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、

上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を２.により調整して得られる再編後行

使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた

額とする。

(5) 新株予約権を行使できる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記(7)に準じて決定する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年５月15日
(注)１

1,989,005 1,990,000 ― 49,250 ― 39,000

平成25年11月19日
(注)２

150,000 2,140,000 207,000 256,250 207,000 246,000

平成25年12月19日
(注)３

22,500 2,162,500 31,050 287,300 31,050 277,050

平成26年５月１日
(注)４

4,325,000 6,487,500 ― 287,300 ― 277,050

平成26年12月12日
(注)５

132,500 6,620,000 153,637 440,937 153,637 430,687

平成27年９月１日
(注)６

6,620,000 13,240,000 ― 440,937 ― 430,687

平成27年10月１日～
平成28年９月30日
(注)７

864,000 14,104,000 14,688 455,625 14,688 445,375

 

(注) １．株式分割(１株：2,000株)によるものであります。

 ２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

 発行価格　　3,000円

 引受価格　　2,760円

 資本組入額　1,380円

 ３．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

 発行価格   2,760円

 資本組入額 1,380円

 割当先　　　野村證券㈱

 ４．株式分割(１株：３株）によるものであります。

 ５．有償一般募集

 発行価格　　2,472円

 引受価格　　2,319.06円

 資本組入額　1,159.53円

 ６．株式分割(１株：２株）によるものであります。

 ７．新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

 ８. 平成28年10月１日から平成28年11月30日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行使によ

り、発行済株式総数が264,000株、資本金及び資本準備金が6,696千円増加しております。

　　　

(6) 【所有者別状況】

平成28年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 22 14 60 50 1 3,546 3,693 ―

所有株式数
(単元)

― 21,554 976 1,006 15,584 1 101,910 141,031 900

所有株式数
の割合(％)

― 15.28 0.69 0.71 11.05 0.00 72.26 100.00 ―
 

(注)　自己株式154株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中村 悟 東京都渋谷区 7,026,200 49.82

十亀 洋三 東京都港区 1,077,400 7.64

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 874,800 6.20

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 725,700 5.15

土屋　淳 東京都板橋区 300,000 2.13

BBH FOR GRANDEUR PEAK
INTERBATIONAL OPPORTUNITIES
FUND(常任代理人　株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行）

1290 BROADWAY STE 1100 DENVER COLORADO
80203560375
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

297,000 2.11

CBNY-GOVERMENT OF NORWAY
388 GREENWICH STREET,NEW YORK, NY 10013
USA

214,500 1.52

中村　陽子 東京都渋谷区 144,000 1.02

BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL
OPPORTUNITIES FUND( 常任代理
人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行）

1290 BROADWAY STE 1100 DENVER COLORADO
80203560375
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

143,000 1.01

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイラ
ンドトリトンスクエア　オフィスタワーZ

136,400 0.97

計 － 10,939,000 77.56
 

(注) １.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)　  805千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　 700千株

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)　  136千株
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　　100

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

14,103,000
141,030

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社の標準となる株
式であります。
又、１単元の株式数は、100株であ
ります。

単元未満株式 900 ― ―

発行済株式総数 14,104,000 ― ―

総株主の議決権 ― 141,030 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
Ｍ＆Ａキャピタルパート
ナーズ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号

100 ― 100 0.0

計 ― 100 ― 100 0.0
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づく新株予約権を発行する方法

によるものです。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

　
第６回新株予約権 平成22年12月14日定時株主総会(平成23年９月13日取締役会決議)

　

決議年月日 平成22年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 14

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2) 新株予約権等の状況 ② 第６回新株予約権」に記載しておりま
す。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

(注) 従業員の異動・退職により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役１名及び当

社従業員10名であります。

 

第７回新株予約権 平成23年12月16日定時株主総会(平成24年３月14日取締役会決議)
　

決議年月日 平成23年12月16日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 ７

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2) 新株予約権等の状況 ③ 第７回新株予約権」に記載しておりま
す。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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第８回新株予約権 平成27年１月30日取締役会決議

決議年月日 平成27年１月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ２
当社従業員のうち課長職以上の者　11

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2) 新株予約権等の状況 ④ 第８回新株予約権」に記載しておりま
す。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

 
第９回新株予約権 平成28年12月２日取締役会決議

決議年月日 平成28年12月２日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 １
当社従業員　31

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 211,700(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,935(注)２

新株予約権の行使期間 平成32年１月１日～平成64年12月６日

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす
る。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４
 

（注）１．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数
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尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３．(1)新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期及び平成31年９月期の３事業年度における当社の営

業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当

該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）を限度として本新株予約権を行使できる。

(a)営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合：行使可能割合100％

(b)営業利益の累計額が7,300百万円以上の場合：行使可能割合50％

尚、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけ

るＭ＆Ａ仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべ

き営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものと

する。又、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な

本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約

権についてのみ行使できるものとする。

(2)新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役又は従業員であることを要

する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たしたうえで、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使でき

るものとする。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社において取締役、監査役又は従業員

であり、且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、

本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予

約権を行使できないものとする。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総

会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日
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の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権１個当たりの発行価額に２を乗じた価額で取得す

ることができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約

権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第10回新株予約権 平成28年12月２日取締役会決議

決議年月日 平成28年12月２日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社子会社取締役 ５
当社子会社従業員　12

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数(株) 282,300(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,935(注)２

新株予約権の行使期間 平成32年１月１日～平成64年12月６日

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による
承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４
 

（注）１．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３．(1)新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期、平成31年９月期及び平成32年９月期において、当

社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該４事業年度の全ての

期において200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。尚、国際財務報告基

準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当

社取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役又は従業員であることを要

する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

(3)新株予約権者が、上記(2)を満たしたうえで、亡くなった場合、相続人は、本新株予約権の内容に従っ

て、本新株予約権を行使できるものとする。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社におい

て取締役、監査役又は従業員であり、且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡

くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相

続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総

会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日

の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権１個当たりの発行価額に２を乗じた価額で取得す

ることができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約

権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第11回新株予約権 平成28年12月２日取締役会決議

決議年月日 平成28年12月２日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社子会社の顧問　１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 70,500(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,935(注）２

新株予約権の行使期間
 
平成32年１月１日～平成64年12月６日
 

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による
承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４
 

（注）１．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

又、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

又、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

尚、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、又、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３．(1)新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期、平成31年９月期及び平成32年９月期において、当

社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該４事業年度の全ての

期において200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。尚、国際財務報告基

準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当

社取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役、従業員、又は

顧問であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者が、当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に

従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないも

のとする。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅

い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。　

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総

会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日

の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権１個当たりの発行価額に２を乗じた価額で取得す

ることができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約

権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 42 77

当期間における取得自己株式 45 98
 

(注)　当期間における取得自己株式は、平成28年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自
己株式

― ― ― ―

消去の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移
転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（　―　） ― ― ― ―

保有自己株式数 154 ― 199 ―
 

 

 

３ 【配当政策】

当社は、将来の事業展開などを総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応でき

る体質強化のための内部留保、そして経営活性化のための役職員へのインセンティブにも留意し、適正な利益配分を

実施することを基本方針としております。

一方で当社は現在成長過程にあり、将来拡大に向けた内部留保の充実を図ることが必要な段階にあることから、剰

余金の配当を実施しておりません。今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略などを総合的に勘案して決定してい

く方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。

剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本としており、期末配当の決定機関は、株主総会であります。

又、当社は機動的な配当対応を可能とするため、会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議により

行うことができる旨を定款に定めております。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化の財源として利用し

ていく予定であります。
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月

最高(円) ― ―
10,900
※2,676

4,485
※2,063

2,524

最低(円) ― ―
3,625
※1,930

1,920
※1,563

1,423
 

(注)１．最高・最低株価は、平成26年12月15日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京

証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．当社株式は、平成25年11月20日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該

当事項はありません。

３．第９期の※印は、株式分割(平成26年５月１日、１株→３株)による権利落後の株価であります。

４．第10期の※印は、株式分割(平成27年９月１日、１株→２株)による権利落後の株価であります。

 
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成28年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,907 2,300 2,480 2,524 2,350 2,208

最低(円) 1,613 1,695 1,910 2,051 1,916 1,811
 

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
― 中 村     悟 昭和48年３月30日生

平成７年４月 積水ハウス株式会社入社

(注)３ 7,026,200

平成17年10月 当社設立、代表取締役社長就任

(現任)

平成28年10月 株式会社レコフ取締役就任（現

任）

平成28年10月 株式会社レコフデータ取締役就任

（現任）

取締役
企業情報第

一部長
十 亀 洋 三 昭和50年６月７日生

平成15年９月 株式会社平沢コミュニケーション

ズ入社

(注)３ 1,077,400

平成17年６月 スタイル・テクノロジー株式会社

代表取締役社長就任

平成17年10月 当社取締役就任

平成17年12月 グローバル・インテレクチュア

ル・トラスト株式会社取締役就任

平成19年10月 当社営業企画部長

平成20年３月 当社取締役辞任

平成20年９月 当社取締役就任

平成28年６月 当社取締役兼企業情報第一部長

（現任）

取締役
企画管理

部長
上　原 大　輔 昭和54年９月11日生

平成13年８月 同風会法律事務所入所

(注)３ 72,000

平成19年６月 株式会社ブロード・レジデンシャ

ル・インベストメント（現株式会

社ＢＲＩ）入社

平成22年１月 当社入社

平成23年10月 当社企画管理部次長

平成27年12月 当社取締役企画管理部長（現任）

平成28年10月 株式会社レコフ取締役就任（現

任）

平成28年10月 株式会社レコフデータ取締役就任

（現任）

取締役 ― 恩　地　祥　光 昭和29年11月１日生

昭和52年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ ―

平成６年４月 同社経営企画本部長

平成７年４月 同社総合企画室長

平成８年４月 同社事業企画室長

平成９年４月 同社グループ事業担当

平成10年９月 株式会社アール・イー・パート

ナーズ（レコフグループ）副社長

就任

平成14年４月 株式会社レコフ常務執行役員

平成18年４月 同社専務執行役員

平成19年６月 同社取締役兼主席執行役員就任

平成20年４月 同社チーフオペレーティングオ

フィサー就任

平成22年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ就任

平成28年10月 同社代表取締役会長就任（現任）

平成28年12月 当社取締役就任（現任）

取締役 ― 稲　田　洋　一 昭和34年９月７日生

昭和59年４月 山一證券株式会社入社

(注)３ ―

平成６年５月 株式会社レコフ入社

平成12年４月 同社執行役員

平成14年４月 同社上席執行役員

平成16年５月 同社主席執行役員

平成25年４月 同社営業本部長兼業界開発チーム

リーダー

平成28年10月 同社代表取締役社長就任（現任）

平成28年12月 当社取締役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 西 澤 民 夫 昭和18年６月17日生

昭和41年４月 中小企業金融公庫(現株式会社日本

政策金融公庫)入庫

(注)３ 60,000

昭和60年４月 山一證券株式会社入社同社より山

一ユニベン株式会社へ出向

昭和62年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店

長

平成２年11月 山一ファイナンス・アメリカ・イ

ンク社長

平成４年６月 山一ファイナンス株式会社投資コ

ンサルタント部部長

平成10年２月 日本エスアンドティー株式会社代

表取締役社長就任(現任)

平成12年３月 中小企業総合事業団(現独立行政法

人中小企業基盤整備機構)新事業支

援部統括プロジェクトマネー

ジャー

平成18年４月 株式会社高滝リンクス倶楽部代表

取締役就任

平成18年11月 当社取締役就任(現任)

平成21年８月 ラオックス株式会社監査役就任

(現任)

平成26年２月 独立行政法人科学技術振興機構起

業支援室推進プログラムオフィ

サー（現任）

常勤監査役 ― 出　川　敬　司 昭和30年４月24日生

昭和59年４月 株式会社ナムコ（現株式会社バン

ダイナムコエンターテイメント）

入社

(注)４ ―

平成７年４月 同社営業政策室長

平成12年４月 同社西日本営業本部長

平成13年４月 同社執行役員西日本営業本部長

平成14年５月 同社執行役員管理本部長

平成16年４月 同社常務執行役員経営戦略副本部

長

平成17年４月 同社執行役員ゲーム開発・家庭用

ゲームソフト販売副本部長

平成19年４月 株式会社バンダイナムコゲームス

（現株式会社バンダイナムコエン

ターテイメント）執行役員社長室

長

平成23年４月 株式会社ナムコ取締役就任

平成28年10月 株式会社レコフ監査役就任（現

任）

平成28年10月 株式会社レコフデータ監査役就任

（現任）

平成28年12月 当社監査役就任（現任）

監査役 ― 藤 本 幸 弘 昭和36年10月20日生

平成元年４月 弁護士登録

(注)４ ―

平成５年９月 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ

法律事務所)入所

平成６年３月 米国シドリー・オースティン法律

事務所入所

平成９年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成19年７月 西村あさひ法律事務所パートナー

平成22年12月 当社監査役就任(現任)

平成25年１月 シティユーワ法律事務所パート

ナー(現任)

平成26年11月 株式会社農業総合研究所監査役就

任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 ― 中 森 真紀子 昭和38年８月18日生

平成62年４月 日本電信電話株式会社入社

(注)４ ―

平成３年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監

査法人)入所

平成８年４月 公認会計士登録

平成９年７月 中森公認会計士事務所所長就任

(現任)

平成12年８月 日本オラクル株式会社監査役就任

平成18年12月 株式会社アイスタイル監査役就任

(現任)

平成20年８月 日本オラクル株式会社取締役就任

平成22年３月 株式会社グローバルダイニング監

査役就任

平成22年12月 株式会社フィデス会計社設立代表

取締役就任

平成23年９月 株式会社ジェイド(現株式会社ロコ

ンド)監査役就任(現任)

平成23年12月 当社監査役就任(現任)

平成24年９月 税理士法人フィデス会計社代表社

員就任

平成25年６月 伊藤忠テクノソリューションズ株

式会社取締役就任(現任)

平成25年６月 株式会社ネクスト監査役就任

(現任)

平成27年11月 株式会社チームスピリット監査役

就任（現任）

計 8,235,600
 

(注) １．取締役西澤民夫は、社外取締役であります。

２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。

３．任期は平成28年12月21日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のと

きまでであります。

４．任期は平成28年12月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のと

きまでであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

当社は、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に信頼される企業を目指し、安定的且つ持続的な企業価

値の向上を実現することが使命であると考えており、そのためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠な

ものと認識しております。

当社の主要株主である中村悟の持分比率は、二親等以内の親族の所有株式を合計すると過半数となることか

ら、支配株主に該当します。当社は支配株主及びその親族との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うこと

も予定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことがないよう、取引理由及びその必

要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議を尽くし意思決定を行うこ

ととしております。そのため社外取締役１名及び社外監査役３名の合計４名の社外役員を招聘し、監視機能を発

揮するよう体制を構築しております。

その他に説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うことや、財務の健全性を確保し、信頼性を向上させる

ための実効性のある内部統制システムを構築することなど、コーポレート・ガバナンスの強化を継続的に整備し

ていくことが重要であると考えております。当社の企業統治に関する体制については次のとおりであります。

 

(会社の機関の説明)

イ．取締役会

当社の取締役会は、取締役６名（有価証券報告書提出日現在）で構成されており、うち１名は社外取締役

となっております。取締役会は、毎月１回定時で開催しており、会社の経営方針など重要な事項の意思決定

を行うとともに、各取締役の業務の執行状況を監督しております。

ロ．監査役会

当社の監査役会は、監査役３名で構成されており、全員が社外監査役となっております。監査役は定時及

び臨時の取締役会への出席を行っており、又、常勤監査役は取締役会への出席のみならず、その他重要な会

議体へも適宜参加しており、必要に応じて意見具申するなど取締役の職務遂行状況を監視しております。更

に毎月１回監査役会も開催しており、会社の業績や財産の状況等の調査など、定期的な監査のもと取締役の

職務遂行を監視しております。又、常勤監査役は監査計画の立案に当たって会計監査人及び内部監査人と意

思疎通を図り、より効率的あるいは効果的な内容となるよう連携をとっているほか、非常勤監査役、会計監

査人とは、必要に応じて適宜打合せを実施し、内部監査人及び管理部門等とは内部統制に関する報告・意見

交換を日常的に行っております。

ハ．経営会議

当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び部長職以上の者で構成され、定期的(毎月１回以上)に

開催しており、常勤監査役も出席しております。主に事業活動の報告や方針の確認、人事に関わる事項の協

議、或いは取締役が経営にかかわる事項に関して意見を聴取するほか、会社の重要な決定事項について伝

達・指示を行うなど組織上の基幹的な役割を果たしております。

ニ．コンプライアンス委員会

当社はコンプライアンスに関する規程を定め、規程に基づくコンプライアンス委員会を設置しており、取

締役を中心とした構成メンバーのもと、定期的(四半期に１回以上)に委員会を開催し、経営を取巻くコンプ

ライアンスに関する問題の抽出や将来のリスク管理を含んだ様々な対策について協議又は施策を行っており

ます。又、当社の取締役及び従業員に対し社会規範に則った高い倫理感と責任感をもって職務を遂行するよ

う、社内啓発や研修の実施などの啓蒙活動の推進を行っております。
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(コーポレート・ガバナンス体制概念図)

 

(内部統制システムの整備状況)

当社は、取締役会において以下の通り、内部統制システムの基本方針を決議し、当該基本方針に基づいて、

社内体制を整備しております。

ａ．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．コンプライアンス全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアン

ス規程」に基づき取締役及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスの理解、維持、問題点の把

握に努め業務の運営にあたる。

ロ．コンプライアンス委員会は、内部監査人との連携を保ち、コンプライアンスの実施状況を管理・監督す

るとともに定期的な社内指導も行い、これらの活動が取締役会及び監査役会に報告される体制を構築す

る。

ハ．取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構

築する。

 
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「業務分掌規程」に基づいて決

裁した稟議書、申請書の文書等、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体で適正に記録し、法

令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。

　又、取締役の職務の執行にかかる情報の作成・保存・管理状況について監査役の監査を受ける。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に備え、予め必要な対策、方針を整備し、発現したリス

クによる損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。

ロ．リスクマネジメントの確立に向けて「リスク管理規程」を策定し、リスク管理責任者を選任し、リスク

発生時に迅速・的確に対応の出来る体制を構築する。
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ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会は、経営理念と変動する社会・経済状況を基にした総合予算及び中期経営計画を策定し、各業

務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算の設定を行う。又、経営目標の計画

実行の進捗に対して、月次・四半期の業績管理及び改善管理を行う。

ロ．取締役会の決定に基づく業務執行については「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等に責任

者及びその責任・権限ならびに執行手続きを定める。

ハ．経営数値の分析や業務遂行の進捗を把握し、又は経営方針の実行の迅速化を図るため情報システムを活

用することにより、全社的な業務の効率化を実現する。

ｅ．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、既存組織と独立した適切な体制を整備す

る。

ｆ．前号の従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき従業員を置く場合、当該従業員は業務執行上の指揮命令系統には属さず、

監査役の指揮命令に従うものとし、当該従業員の人事考課、異動等については監査役の同意を受けた上で決

定することとし、取締役からの独立性を確保する。

ｇ．取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は月１回の定時取締役会及び必要に応じ随時開催される臨時取締役会、その他の重要な意思決定会

議に出席し、取締役及び従業員から重要事項の報告を受けるものとする。又、当社の取締役及び従業員は、

職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知ったと

きは、遅滞なく監査役に報告することを周知徹底し、監査役は必要に応じて、当社の取締役及び従業員に対

し報告を求めることができるものとする。

ｈ. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

     制

当社は前号の報告を行った者に対して、当該報告を理由とした異動、人事評価及び懲戒処分等の不利益な

取扱いは行わないものとします。

 
ｉ. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又

    は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の

弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は

債務を処理します。

 
ｊ．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役は、内部監査人との連携を保ち、適宜、情報交換をしながら、監査の実効性を確保する。又、監査

役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

ｋ．反社会的勢力等を排除するための体制

当社は「反社会的勢力等対策規程」等において反社会的勢力等に対する基本方針を定め、市民社会の秩序

や安全に脅威を与える反社会的勢力等とは一切の関係を持たず、不当な要求等を受けた場合には、毅然とし

た姿勢で組織的に対応し、いかなる場合においても反社会的勢力等に対し、金銭その他の経済的利益を提供

せず、取引も行わない。

 

(リスク管理体制の整備状況)

当社は、リスク管理に関する規程を定め、規程に基づくリスク管理責任者を配置し、コンプライアンス委員

会を中心に顧問弁護士などとも連携してリスクを分析し、リスクに対する管理体制を整えるとともに、リスク

の発生防止や低減対策に努めております。
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② 内部監査及び監査役監査の状況

当社は、内部監査に関する規程を定め、内部監査人(２名)を指名し、経営の合理化及び能率増進に努めると

ともに、不正・誤謬の防止を目的として実務実態の監査を各部門に対して実施しております。具体的には、企

画管理部から選任された内部監査人が企画管理部以外の部門の監査を実施し、企画管理部の監査は、企画管理

部以外の部門から選任された内部監査人が実施しております。又、これらの結果から、継続的に内部統制の有

効性の検証や業務改善を行っております。

監査役監査につきましては、上場会社での管理部門経験が長く経営管理に相当程度の見識を有している者を

常勤監査役として選任しており、その他、弁護士及び公認会計士を非常勤監査役に選任し、当社の取締役及び

各部門の業務遂行について監査を行っております。

又、内部監査人は、監査役及び会計監査人と年次の内部監査計画を策定する際に、意見交換を行うなどし、

有機的な内部監査が実施できるよう取組んでいるほか、内部監査結果については逐次常勤監査役に報告し、あ

るいは、監査役が会計監査人の監査報告について直接報告を受けるなど、より効率的な監査を実施できるよう

三者間での連携を図っております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。

　社外取締役である西澤民夫は当社株式60,000株を有する株主でありますが、これ以外に当社と役員との間に

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　又、同氏はラオックス株式会社の監査役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同社

らとの間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役である藤本幸弘はシティユーワ法律事務所の弁護士でありますが、当社と同事務所との間に特別

な利害関係はありません。

　社外監査役である中森真紀子は伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の取締役であり、その他の会社の役

員等を兼務しておりますが、当社と同社らとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役又は監査役としての豊

富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

助言・提言を行っております。

社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要

な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を期待しております。

社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなど

の法務面について助言・提言を行っております。

社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役又は監査

役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。

当社は社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針等を特別に定めておりませんが、財務、

会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としており

ます。

又、社外役員は、取締役会又は監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるととも

に、必要に応じて適宜打合せを実施して、相互連携を図っております。

尚、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び社外監査役藤本幸弘を

独立役員として指定しております。
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④ 役員報酬等の内容

イ．役員報酬等の総額

当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)(注) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与

取締役 244,306 22,635 ― 221,671 4

社外取締役 1,800 1,800 ― ― 1

社外監査役 8,340 8,340 ― ― 3
 

(注) 役員退職慰労金はありません。

 

ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

氏名
報酬等
の総額
(千円)

役員区分 会社区分

報酬等の種類別の額(千円)

基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

中村　　悟 197,427 取締役 提出会社 10,700 ― 186,727 ―
 

(注)  連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。

 

ハ．役員報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬については、社外取締役を含む取締役で構成された報酬委員会において決定しております。
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⑤ 会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社

員との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の

構成は、以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員　　三　浦　　太

指定有限責任社員・業務執行社員　　三ッ木　最文

・監査業務における補助者の構成

公認会計士　　11名

その他　　　　12名

 

⑥ 責任限定契約の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づく、任務懈怠による損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する限度

額とする旨、定款で定めております。

　

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)との間に、会社法第426条

第１項の規定に基づく、任務懈怠による損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除す

ることができる旨、定款で定めております。

　

⑧ 取締役の定数

当社の取締役数は、８名以内とする旨定款に定めております。

　

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。又、その決議は累積投票によら

ないものとする旨を定款に定めております。

　

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の定めによる特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

　

⑪ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためで

あります。
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　⑫ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得すること

ができる旨、定款に定めております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

12,200 500 11,200 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。
　

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

当社が公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当事業年度に実施した公募増資に係

るコンフォートレター作成業務であります。
　

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査法人より提示された監査に要する監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定して

おります。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成27年10月１日から平成28年９月30日ま

で)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握できる体制及び会計基準等の変更などへの的確な対応体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機

構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加や財務・会計の専門書の購読等を行っております。

 

EDINET提出書類

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(E30022)

有価証券報告書

52/89



１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年９月30日)
当事業年度

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,173,783 3,332,670

  売掛金 ― 19,440

  前払費用 11,638 16,199

  繰延税金資産 37,729 30,656

  その他 389 1,111

  流動資産合計 4,223,541 3,400,078

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 54,542 201,534

    減価償却累計額 △14,015 △43,138

    建物附属設備（純額） 40,526 158,396

   工具、器具及び備品 18,001 43,067

    減価償却累計額 △3,246 △14,199

    工具、器具及び備品（純額） 14,755 28,868

   建設仮勘定 2,970 ―

   有形固定資産合計 58,252 187,264

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2,684 2,929

   無形固定資産合計 2,684 2,929

  投資その他の資産   

   敷金及び保証金 164,938 133,814

   繰延税金資産 4,312 13,670

   長期前払費用 242 143

   長期預金 ― 2,000,000

   その他 ― 8,363

   投資その他の資産合計 169,493 2,155,990

  固定資産合計 230,430 2,346,185

 資産合計 4,453,971 5,746,264

負債の部   

 流動負債   

  未払金 501,214 677,935

  未払費用 14,269 33,027

  未払法人税等 517,455 471,058

  未払消費税等 126,808 73,144

  前受金 50,274 125,171

  預り金 2,883 13,820

  流動負債合計 1,212,904 1,394,157

 負債合計 1,212,904 1,394,157
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年９月30日)
当事業年度

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 440,937 455,625

  資本剰余金   

   資本準備金 430,687 445,375

   資本剰余金合計 430,687 445,375

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 2,358,065 3,439,807

   利益剰余金合計 2,358,065 3,439,807

  自己株式 △177 △254

  株主資本合計 3,229,513 4,340,553

 新株予約権 11,553 11,553

 純資産合計 3,241,067 4,352,106

負債純資産合計 4,453,971 5,746,264
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 2,847,868 3,755,105

売上原価 858,440 1,057,396

売上総利益 1,989,427 2,697,708

販売費及び一般管理費 ※1  439,604 ※1  837,272

営業利益 1,549,823 1,860,436

営業外収益   

 受取利息 1,561 2,444

 雑収入 ― 302

 営業外収益合計 1,561 2,747

営業外費用   

 株式交付費 3,018 ―

 株式公開費用 23,562 ―

 固定資産除却損 ― 1,705

 雑損失 6 793

 営業外費用合計 26,587 2,499

経常利益 1,524,796 1,860,684

税引前当期純利益 1,524,796 1,860,684

法人税、住民税及び事業税 655,797 781,228

法人税等調整額 △23,733 △2,285

法人税等合計 632,064 778,943

当期純利益 892,732 1,081,741
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 人件費 ※１ 739,897 86.2 856,048 81.0

Ⅱ 経費 ※２ 118,543 13.8 201,348 19.0

当期売上原価  858,440 100.0 1,057,396 100.0

      
 

 

(注)
　

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

※１ 人件費の主な内訳は次のとおりであります。

給料手当 137,428千円

賞与 552,684千円

法定福利費 46,707千円
 

※１ 人件費の主な内訳は次のとおりであります。

給料手当 194,541 千円

賞与 592,904 千円

法定福利費 64,302 千円
 

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注費 80,679千円

旅費交通費 34,155千円
 

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注費 124,022千円

旅費交通費 68,971千円
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成26年10月１日　至 平成27年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 287,300 277,050 277,050 1,465,333 1,465,333 ― 2,029,683 ― 2,029,683

当期変動額          

新株の発行 153,637 153,637 153,637    307,275  307,275

当期純利益    892,732 892,732  892,732  892,732

自己株式の取得      △177 △177  △177

新株予約権の発行        11,553 11,553

当期変動額合計 153,637 153,637 153,637 892,732 892,732 △177 1,199,830 11,553 1,211,383

当期末残高 440,937 430,687 430,687 2,358,065 2,358,065 △177 3,229,513 11,553 3,241,067
 

 

 当事業年度(自 平成27年10月１日　至 平成28年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 440,937 430,687 430,687 2,358,065 2,358,065 △177 3,229,513 11,553 3,241,067

当期変動額          

新株の発行 14,688 14,688 14,688    29,376  29,376

当期純利益    1,081,741 1,081,741  1,081,741  1,081,741

自己株式の取得      △77 △77  △77

当期変動額合計 14,688 14,688 14,688 1,081,741 1,081,741 △77 1,111,039 ― 1,111,039

当期末残高 455,625 445,375 445,375 3,439,807 3,439,807 △254 4,340,553 11,553 4,352,106
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 1,524,796 1,860,684

 減価償却費 19,828 72,565

 受取利息 △1,561 △2,444

 売上債権の増減額（△は増加） 123,660 △19,440

 固定資産除却損 ― 1,705

 株式交付費 3,018 ―

 株式公開費用 23,562 ―

 前受金の増減額（△は減少） 12,366 74,897

 未払金の増減額（△は減少） 247,808 178,979

 未払消費税等の増減額（△は減少） 81,667 △53,664

 その他 △11,465 34,077

 小計 2,023,680 2,147,360

 利息の受取額 1,561 2,444

 法人税等の支払額 △353,337 △837,191

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,671,904 1,312,613

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △3,500,000 △4,500,000

 定期預金の払戻による収入 2,500,000 4,500,000

 有形固定資産の取得による支出 △13,938 △173,048

 無形固定資産の取得による支出 △1,922 △1,613

 敷金及び保証金の差入による支出 △121,057 ―

 その他 ― △8,363

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,136,917 △183,024

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △177 △77

 株式の発行による収入 304,257 29,376

 株式公開費用の支出 △23,562 ―

 新株予約権の発行による収入 8,762 ―

 財務活動によるキャッシュ・フロー 289,279 29,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 824,266 1,158,886

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,517 2,173,783

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,173,783 ※1  3,332,670
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。尚、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　　10～15年

工具、器具及び備品 ４～15年

ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しておりま

す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
２　繰延資産の処理方法

(1)株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

 
３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

４ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度において財務諸表に与える影響はありません。
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(貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

 

(損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

役員報酬 120,561千円 254,446千円

給料手当 20,150千円 26,631千円

賞与 21,509千円 23,814千円

広告宣伝費 74,545千円 126,582千円

支払報酬 23,606千円 19,309千円

地代家賃 46,890千円 150,473千円

採用費 14,808千円 10,712千円

支払手数料 25,103千円 35,610千円

減価償却費 19,828千円 72,565千円

     

おおよその割合     

販売費 18％ 16％

一般管理費 82％ 84％
 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,487,500 6,752,500 ― 13,240,000
 　

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、以下の通りであります。

公募増資による増加　　132,500株

株式分割（１：２）による増加　 6,620,000株

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 112 ― 112
 

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、以下の通りであります。

平成27年７月16日の単元未満株式買取請求による自己株式の取得　56株

株式分割（１：２）による増加　56株

 
３．新株予約権に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業年度
末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

第８回新株予約権 普通株式
―

264,800 ― 264,800 11,553

合計 ― 264,800 ― 264,800 11,553
 

　(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、以下の通りであります。
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発行による増加　132,400株

株式分割（１：２）による増加　132,400株

 
４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,240,000 864,000 ― 14,104,000
 　

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、以下の通りであります。

新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加　　 864,000株

 
 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 112 42 ― 154
 

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、以下の通りであります。

　平成27年12月２日の単元未満株式買取請求による自己株式の取得　　42株

 
 

３．新株予約権に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業年度
末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

第８回新株予約権 普通株式 264,800 ― ― 264,800 11,553

合計 264,800 ― ― 264,800 11,553
 

 
 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 4,173,783千円 3,332,670 千円
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預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△2,000,000千円 ― 千円

現金及び現金同等物 2,173,783千円 3,332,670 千円
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(リース取引関係)

１　オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
 

前事業年度
(平成27年９月30日)

当事業年度
(平成28年９月30日)

１年内 150,473千円 127,028 千円

１年超 334,193〃 207,165 〃

合計 484,666千円 334,193 千円
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金等に限定し、資金調達については資金使途に応じて主に銀行など金融機関から

の借入による方針であります。又、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、営業部門を中心に事

前の情報収集を行いリスクの低減を図っております。

長期預金は満期時に元本金額が全額支払われ、安全性の高いものであります。

営業債務である未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借入金は運転資金に必要な資金の

調達を目的にしたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社は営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、通常取引であれば１ヶ月以内に支払

期日を設定するなど回収の早期化によりリスクを低減するなど行っております。営業債務は流動性リスクに晒され

ておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での資金繰り表で支払予定を把握するなどし、リスク管理を

行っております。又、資金調達については、定期的に金利の状況等を把握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(平成27年９月30日)
　

  
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 4,173,783 4,173,783 ―

(2) 売掛金 ― ― ―

(3) 敷金及び保証金　※１ 100,236 100,123 △112

資産計 4,274,020 4,273,907 △112

(1) 未払金 501,214 501,214 ―

(2) 未払法人税等 517,455 517,455 ―

(3) 未払消費税等 126,808 126,808 ―

(4) 前受金 50,274 50,274 ―

負債計 1,195,752 1,195,752 ―
 

※１．貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価等に関する事項における「貸借対照表計上額」と

の差額は、当事業年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の

原状回復費用見込額）の未償却残高であります。

 

当事業年度(平成28年９月30日)
　

  
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 3,332,670 3,332,670 ―

(2) 売掛金 19,440 19,440 ―

(3) 敷金及び保証金　※１ 91,636 91,636 ―

(4) 長期預金 2,000,000 2,000,057 57

資産計 5,443,746 5,443,804 57

(1) 未払金 677,935 677,935 ―

(2) 未払法人税等 471,058 471,058 ―

(3) 未払消費税等 73,144 73,144 ―

(4) 前受金 125,171 125,171 ―

負債計 1,347,309 1,347,309 ―
 

※１．貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価等に関する事項における「貸借対照表計上額」と

の差額は、当事業年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の

原状回復費用見込額）の未償却残高であります。
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(注) １．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金 (2) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、リスクフリーレートで割り

引いた現在価値により算定しております。なお、リスクフリーレートの利率がマイナスの場合は、割引率をゼロと

して時価を算定しております。

(4) 長期預金

長期預金の時価については、同様の新規預け入れ等を行った場合に想定される利率で元利金の合計額を割り引い

て算出しております。

負　債

(1) 未払金 (2) 未払法人税等 (3) 未払消費税等 (4) 前受金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

 

２．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成27年９月30日)
　

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 4,173,783 ― ― ―

売掛金 ― ― ― ―

敷金及び保証金 ― 100,236 ― ―

合計 4,173,783 100,236 ― ―
 

 

当事業年度(平成28年９月30日)
　

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 3,332,670 ― ― ―

売掛金 19,440 ― ― ―

敷金及び保証金 12,363 79,273 ― ―

長期預金 ― 2,000,000   

合計 3,364,473 2,079,273 ― ―
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(有価証券関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

当社は、有価証券を全く保有していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

当社は、有価証券を全く保有していないため、該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

当社は、退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

当社は、退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

１．費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

 
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ３名 当社監査役 ２名 当社従業員 10名

株式の種類別のストック・オプション
の数(注１)

普通株式 420,000株 普通株式 96,000株 普通株式 600,000株

付与日 平成20年６月20日 平成20年６月20日 平成20年６月20日

権利確定条件 (注２) (注２) (注２)

対象勤務期間 (注３) (注３) (注３)

権利行使期間
平成23年４月１日から
平成29年11月30日まで

平成23年４月１日から
平成29年11月30日まで

平成23年４月１日から
平成29年11月30日まで
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第４回

ストック・オプション
第５回

ストック・オプション
第６回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 ８名 当社従業員 ７名 当社従業員 14名

株式の種類別のストック・オプション
の数(注１)

普通株式 600,000株 普通株式 360,000株 普通株式 600,000株

付与日 平成21年11月２日 平成22年９月10日 平成23年９月30日

権利確定条件 (注２) (注２) (注２)

対象勤務期間 (注３) (注３) (注３)

権利行使期間
平成23年11月３日から
平成31年９月10日まで

平成24年９月11日から
平成31年９月10日まで

平成25年10月１日から
平成32年12月13日まで

 

 

 
第７回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 ７名

株式の種類別のストック・オプション
の数(注１)

普通株式 180,000株

付与日 平成24年３月30日

権利確定条件 (注２)

対象勤務期間 (注３)

権利行使期間
平成26年３月31日から
平成33年12月15日まで

 

(注) １．株式数に換算して記載しております。尚、株式数につきましては、平成25年５月15日付で１株につき2,000

株の株式分割を、平成26年５月１日付で１株につき３株の株式分割を、又、平成27年９月１日付で１株につ

き２株の株式分割を行っており、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

２．新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社あるいは当社の関係会社の取締役又は監

査役あるいは従業員であることを要することとなっております。又、その他の条件については、株主総会の

決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」又は「新株予約権総数引受契約

書」に定めております。

３．対象勤務期間の定めはありません。

４．第１回ストック・オプション、第３回ストック・オプション、第４回ストック・オプション、第５回ストッ

ク・オプションは当事業年度末までにすべて行使が完了しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成28年９月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数
　

 
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション

権利確定前 (株)    

前事業年度末  ― ― ―

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ―  ―

未確定残  ― ― ―

権利確定後 (株)    

前事業年度  60,000 60,000 168,000

権利確定  60,000 60,000 168,000

権利行使  60,000 48,000 168,000

失効  ― ― ―

未行使残  ― 12,000 ―
 

 

 
第４回

ストック・オプション
第５回

ストック・オプション
第６回

ストック・オプション

権利確定前 (株)    

前事業年度末  ― ― 504,000

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  ― ― 504,000

権利確定後 (株)    

前事業年度  264,000 324,000 ―

権利確定  264,000 324,000 ―

権利行使  264,000 324,000 ―

失効  ― ― ―

未行使残  ― ― ―
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第７回

ストック・オプション

権利確定前 (株)  

前事業年度末  180,000

付与  ―

失効  ―

権利確定  ―

未確定残  180,000

権利確定後 (株)  

前事業年度  ―

権利確定  ―

権利行使  ―

失効  ―

未行使残  ―
 

(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。尚、株式数につきましては、平成25年５

月15日付で１株につき2,000株の株式分割を、平成26年５月１日付で１株につき３株の株式分割を、又、平成

27年９月１日付けで１株につき２株の株式分割を行っており、これにより、当該株式分割による調整後の株式

数を記載しております。

 

② 単価情報
　

 
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション

権利行使価格 (円) 34 34 34

行使時平均株価 (円) 1,922 1,913 1,922

付与日における公正な評価単価 (円) ― ― ―
 

 

 
第４回

ストック・オプション
第５回

ストック・オプション
第６回

ストック・オプション

権利行使価格 (円) 34 34 42

行使時平均株価 (円) 1,922 1,922 ―

付与日における公正な評価単価 (円) ― ― ―
 

 

 
第７回

ストック・オプション

権利行使価格 (円) 92

行使時平均株価 (円) ―

付与日における公正な評価単価 (円) ―
 

(注) 権利行使価格については、平成25年５月15日付で１株につき2,000株の株式分割を、平成26年５月１日付で１

株につき３株の株式分割を、又、平成27年９月１日付で１株につき２株の株式分割を行っており、これによ

り、当該株式分割による調整後の権利行使価格を記載しております。
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションを付与した日時点においては、当社は未公開企業であったため公正な評価単価を本源的価

値の見積りにより算定しております。尚、単位当たりの本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法

は、類似価格比準方式等により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

 

５．ストック・オプションの本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

(1) ストック・オプションの本源的価値の合計額
　

前事業年度
(平成27年９月30日)

 
当事業年度

(平成28年９月30日)

 2,518,968千円   1,468,704千円
 

 

(2) 権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
　

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

 
当事業年度

(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

 ― 千円   1,630,788千円
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

 

 
前事業年度

(平成27年９月30日)
当事業年度

(平成28年９月30日)

(1) (流動資産)   

未払事業税 33,651千円 25,789 千円

未払社会保険料 3,785千円 4,594 千円

その他 292千円 272 千円

計 37,729千円 30,656 千円

(2) (固定資産)   

資産除去債務 4,312千円 13,670 千円

計 4,312千円 13,670 千円

繰延税金資産合計 42,041千円 44,327 千円
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成27年９月30日)
当事業年度

(平成28年９月30日)
 

法定実効税率 35.64％　 33.06 ％　

(調整)   

役員賞与の永久に損金に算入されない額 2.08％ 3.94 ％　

交際費等の永久に損金に算入されない額 0.41％ 0.35 ％　

留保金課税 5.86％ 4.58 ％　

所得拡大促進税制による税額控除 △2.77％ ― ％　

その他 0.24％ △0.07 ％　

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.45％ 41.86 ％　
 

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国会

で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年10月１日以降解消

されるものに限る）に使用した法定実効税率が変更されております。

　この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(企業結合等関係)

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)
該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。

　
当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。
　

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)
当社は、賃貸等不動産を所有していないため、該当事項はありません。

　
当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

当社は、賃貸等不動産を所有していないため、該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、Ｍ＆Ａ仲介事業及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社はＭ＆Ａ仲介事業及びこれらの付随業務が損益計算書の売上高の全てを占めているため、記載を省略しており

ます。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高はありませんので、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産を有しておりませんので、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

当社は単一の外部顧客への売上高が、損益計算書の売上高の10％以上に該当する顧客はありませんので、記載を省

略しております。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社はＭ＆Ａ仲介事業及びこれらの付随業務が損益計算書の売上高の全てを占めているため、記載を省略しており

ます。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高はありませんので、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産を有しておりませんので、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

当社は単一の外部顧客への売上高が、損益計算書の売上高の10％以上に該当する顧客はありませんので、記載を省

略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 
当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)

１．関連当事者との取引

当社は、関連当事者との重要取引はありませんので、記載を省略しております。
　

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

１．関連当事者との取引

当社は、関連当事者との重要取引はありませんので、記載を省略しております。
　

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり純資産額 243.92円 307.76 円

１株当たり当期純利益金額 67.70円 77.50 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

60.73円 72.93 円
 

(注) １．当社は平成27年９月１日付で１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目
前事業年度

(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

当事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 892,732 1,081,741

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 892,732 1,081,741

普通株式の期中平均株式数(株) 13,186,977 13,957,361

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 1,513,834 875,418

　（うち新株予約権（株）） （1,513,834） （875,418）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ―
 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(平成27年９月30日)
当事業年度

(平成28年９月30日)

純資産の部の合計額(千円) 3,241,067 4,352,106

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 11,553 11,553

 (うち新株予約権（千円）） （11,553） （11,553）

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,229,513 4,340,553

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

13,239,888 14,103,846
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(重要な後発事象)

１．取得による企業結合、増資引受、資金借入

当社は、平成28年10月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータ

の株式をそれぞれ取得し子会社化、株式会社レコフへの株主割当増資の引受、並びに当該株式取得に伴う資金の借入を

行いました。

Ⅰ．取得による企業結合

(1)　企業結合の概要

①　被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 事業の内容

株式会社レコフ Ｍ＆Ａ仲介・アドバイザリー

株式会社レコフデータ 出版及びデータベース提供
 

 

②　企業結合を行った主な理由

中堅・中小企業の事業承継型Ｍ＆Ａを強みとする当社が、幅広いアドバイザリーサービスに強みのある株式

会社レコフとＭ＆Ａデータで高い知名度を有する株式会社レコフデータをグループ化することにより、今後ま

すます拡大し多様化するＭ＆Ａ市場に対して、当社だけでは成し得なかった付加価値を提供することを通じ

て、当社の事業領域を抜本的に拡大することが可能となると判断したことによります。

③　企業結合日

　　平成28年10月27日

④　企業結合の法的形式

　　現金を対価とする株式の取得

⑤　結合後企業の名称

　　結合後企業の名称に変更はありません。

⑥　取得した議決権比率

 取得した議決権比率

株式会社レコフ 100％

株式会社レコフデータ 100％
 

⑦　取得企業を決定するに至った根拠

　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

(2) 取得企業の取得原価

取得した普通株式の対価 現金 1,000,000千円

取得原価  1,000,000千円
 

 
(3)　主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　　25,000千円

 
(4)　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間、又は負ののれんの発生益の金額及び発生原因

現時点では確定しておりません。

 
(5)　企業結合日に受け入れた資産及び引き継いだ負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

 
(6)　取得原価の配分

識別可能資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であるため、取得原価の配分が完了しておりません。

 
(7)　企業結合契約に定められた条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

契約書に基づき、被取得企業の将来の業績達成度合いに応じて、追加の支払をすることにしております。ま

た、追加支払が発生した場合には、取得時に支払ったものとみなして取得原価を修正し、のれんの金額及びのれ

んの償却額を修正することとしております。
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Ⅱ．株主割当増資の引受

本増資引受の概要は以下のとおりであります。

①　引受株式の種類 株式会社レコフ　普通株式

②　払込期日 平成28年10月27日

③　引受株式数 852株

④　引受金額 一株につき2,350,000円

⑤　調達資金の総額 2,002,200,000円

⑥　募集又は割当の方法 第三者割当の方法
 

 

Ⅲ．取得資金の借入

①　借入先 三井住友信託銀行株式会社

②　借入総額 35億円

③　借入条件 利率：TIBOR+0.31%

 返済条件：期日一括返済

④　借入実行日 平成28年10月27日

⑤　返済期限 平成29年10月29日

⑥　担保提供 無
 

 
 

２．第９回有償ストック・オプション（新株予約権）の発行

平成28年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社

の取締役及び従業員に対し、以下のとおり新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行することを決

議し、平成28年12月２日開催の当社取締役会において、当該新株予約権を以下の通り付与することを決議いたし

ました。

(1)　新株予約権の募集の目的及び理由

当社グループの中期経営計画における業績達成を目的として、業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあた

り、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業

員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

(2)　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

　 当社取締役　１名　　 50個 （5,000株）

　 当社従業員　31名　2,067個（206,700株）

(3)　新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　　 普通株式　　211,700株

(4)　新株予約権の数

　　　 2,117個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株とする）

(5)　新株予約権の発行価額

　　　 新株予約権１個当たり7,000円

(6)　新株予約権の発行価額の総額

　　　 14,819,000円

(7)　新株予約権の行使に際して出資される財産の額

　　  １株当たり2,935円

(8)　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額

  １株当たり1,503円

(9)　新株予約権の割当日

　 平成28年12月７日

(10）新株予約権の行使期間

　　  平成32年１月１日から平成64年12月６日
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(11) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期及び平成31年９月期の３事業年度における当社の営業利益

の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げ

る割合（以下、「行使可能割合」という。）を限度として本新株予約権を行使できる。

(a)営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合：行使可能割合100％

(b)営業利益の累計額が7,300百万円以上の場合：行使可能割合50％

なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書における

Ｍ＆Ａ仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業

利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。ま

た、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約

権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ

行使できるものとする。

②新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限り

ではない。

③新株予約権者が、上記①及び②を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できるものと

する。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であ

り、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株

予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使

できないものとする。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。本新株予約権の行使によって、当社の発行済株

式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ

とはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
３．第10回有償ストック・オプション（新株予約権）の発行

当社は、平成28年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当

社子会社の取締役及び従業員に対し、以下のとおり新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行すること

を決議し、平成28年12月２日開催の取締役会において、当該新株予約権を以下の通り付与すること決議いたしまし

た。

(1)　新株予約権の募集の目的及び理由

当社グループの中期経営計画における業績達成を目的として、業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあた

り、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社子会社の取締役及

び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

(2)　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

　 当社子会社の取締役　５名　1,953個（195,300株）

　 当社子会社の従業員　12名　 870個 （8,700株）

(3)　新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　　 普通株式　　282,300株

(4)　新株予約権の数

　　　 2,823個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株とする）

(5)　新株予約権の発行価額

　　　 新株予約権１個当たり7,000円

(6)　新株予約権の発行価額の総額

　　　 19,761,000円

(7)　新株予約権の行使に際して出資される財産の額

　　  １株当たり2,935円

(8)　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額

  １株当たり1,503円
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(9)　新株予約権の割当日

　 平成28年12月７日

(10）新株予約権の行使期間

　　  平成32年１月１日から平成64年12月６日

(11) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期、平成31年９月期及び平成32年９月期において、当社子会

社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該４事業年度の全ての期において

200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等に

より参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定め

るものとする。

②新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限り

ではない。

③新株予約権者が、上記②を満たした上で、亡くなった場合、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株

予約権を行使できるものとする。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、

監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場

合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続

人は本新株予約権を行使できないものとする。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
４．第11回有償ストック・オプション（新株予約権）の発行

当社は、平成28年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当

社子会社の顧問に対し、以下のとおり新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行することを決議し、平

成28年12月２日開催の当社取締役会において、当該新株予約権を以下の通り付与することを決議いたしました。

(1)　新株予約権の募集の目的及び理由

当社グループの中期経営計画における業績達成を目的として、業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあた

り、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社子会社の顧問に対

して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

(2)　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

　 当社子会社の顧問　１名　705個（70,500株）

(3)　新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　　 普通株式　　70,500株

(4)　新株予約権の数

　　　 705個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株とする）

(5)　新株予約権の発行価額

　　　 新株予約権１個当たり7,000円

(6)　新株予約権の発行価額の総額

　　　 4,935,000円

(7)　新株予約権の行使に際して出資される財産の額

　　  １株当たり2,935円

(8)　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額

  １株当たり1,503円

(9)　新株予約権の割当日

　 平成28年12月７日

(10）新株予約権の行使期間

　　  平成32年１月１日から平成64年12月６日

(11) 新株予約権の行使の条件
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①新株予約権者は、平成29年９月期、平成30年９月期、平成31年９月期及び平成32年９月期において、当社子会

社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該４事業年度の全ての期において

200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等に

より参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定め

るものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。）の取締役、監査役、従業員または顧問で

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場

合は、この限りではない。

③新株予約権者が、当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従っ

て、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとす

る。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】
　

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物附属設備 54,542 149,277 2,285 201,534 43,138 29,703 158,396

工具、器具及び備品 18,001 25,065 ― 43,067 14,199 10,952 28,868

建設仮勘定 2,970 ― 2,970 ― ― ― ―

有形固定資産計 75,513 174,343 5,255 244,602 57,337 40,656 187,264

無形固定資産        

ソフトウエア 4,509 1,029 ― 5,539 2,609 784 2,929

無形固定資産計 4,509 1,029 ― 5,539 2,609 784 2,929

長期前払費用 242 ― 99 143 ― ― 143
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備 本社増床工事 149,277千円
 

２．長期前払費用は、役務の提供にかかる期間に対応して均等償却しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】
　

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】
　

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められ

る金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該

当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金
　

区分 金額(千円)

現金 ―

預金 3,332,670

普通預金 3,332,670

合計 3,332,670
 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

個人Ａ 19,440

合計 19,440
 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

当期首残高(千円)
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
 

(Ａ)＋(Ｄ)／２
(Ｂ)／366

 

― 3,762,929 3,743,489 19,440 99.48 0.94
 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 長期預金

区分 金額(千円)

定期預金 2,000,000

合計 2,000,000
 

 

④ 未払金
　

区分 金額(千円)

役職員期末賞与 564,718

その他 113,216

合計 677,935
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④ 未払法人税等
　

区分 金額(千円)

法人税 336,922

住民税 50,565

事業税 83,570

合計 471,058
 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等
　

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 873,462 1,566,227 2,206,192 3,755,105

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円) 431,362 742,708 1,014,307 1,860,684

四半期(当期)純利益
金額

(千円) 251,698 430,833 590,563 1,081,741

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 18.54 31.17 42.46 77.50
 

.　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 18.54 12.73 11.34 34.84
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎年12月

基準日 毎年９月30日

剰余金の配当の基準日
毎年３月31日
毎年９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（神田錦町三丁目ビルディング６階）
東京証券代行株式会社　本店

株主名簿管理人
 

東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（神田錦町三丁目ビルディング６階）
東京証券代行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。(http://www.ma-cp.com/)但し、事故その他
やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)有価証券届出書及びその添付書類

ストックオプション制度に伴う新株予約権発行　平成28年11月15日関東財務局長に提出

 

(2)有価証券届出書の訂正届出書

平成28年12月7日関東財務局長に提出

 

　(3)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

第10期（自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日）　平成27年12月21日関東財務局長に提出

 
(4)有価証券報告書の訂正報告書及びその添付書類並びに確認書

第10期（自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日）　平成27年12月21日関東財務局長に提出

 

(5)内部統制報告書及びその添付書類

平成27年12月21日関東財務局長に提出

 

(6)四半期報告書及び確認書

第11期第１四半期（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）　平成28年２月12日関東財務局長に提出

第11期第２四半期（自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日）　平成28年５月13日関東財務局長に提出

第11期第３四半期（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）　平成28年８月12日関東財務局長に提出

 

(5)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社又は特定子会社の異動）及び第８号の２（子会

社取得の決定）の規定に基づく臨時報告書

平成28年10月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（届出を要しない新株予約権証券の発行）の規定に

基づく臨時報告書

平成28年11月15日関東財務局長に提出

 

(6)臨時報告書の訂正報告書

平成28年12月７日関東財務局長に提出

平成28年11月15日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年12月21日

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   三   浦         太   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   三 ッ 木   最　　文   ㊞

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第11期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その

他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｍ＆Ａ

キャピタルパートナーズ株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成28年10月24日開催の取締役会決議に基づき、平成28年10月27

日付で、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの株式をそれぞれ取得し子会社化、株式会社レコフへの株主割当増

資の引受、並びに当該株式取得に伴う資金の借入を行っている。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、Ｍ＆Ａキャピタルパートナー

ズ株式会社の平成28年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

　当監査法人は、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社が平成28年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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